
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（５月定例会） 
          

日時：令和４年５月 18日（水）午後１時 30分から 

 

１ 佐藤会長あいさつ 

 

２ 日比野区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について           （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 令和４年度日本赤十字会費について  

 【協力依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２） 神奈川区災害ボランティアセンターについて 

【情報提供】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（３） 新型コロナワクチンの４回目接種について 

    【情報提供】（健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当） 

 

（４） 地域防災活動支援に向けた研修等について 

【事業説明】（総務局地域防災課）  

 

（５） 令和４年度家具転倒防止対策助成事業について 

【事業説明】（総務局地域防災課） 

 

（６） 「IFCAA 2022 YOKOHAMA～横浜国際消防・防災展～」について 

 【情報提供】（消防局総務課） 

 



（７） 令和４年度神奈川区家庭防災員研修受講者の推薦及び申込について 

               【推薦依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（８）消防団員募集促進に関するちらしについて 
【掲出依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（９） 神奈川区内火災件数増加に伴う注意喚起のちらしについて        

【掲出依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（10）「令和４年度神奈川区運営方針」の策定について  

【情報提供】（区政推進課） 

 

（11）令和３年度第７期神奈川区地域づくり大学校の報告について  

【事業報告】（区政推進課） 

 

（12）一斉改選に伴う民生委員･児童委員及び主任児童委員の推薦について 

【推薦依頼】（福祉保健課） 

 

（13）「ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ」について 

【情報提供】（高齢・障害支援課） 

 

（14）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（地域振興課） 

 

（15）区民活動支援センター情報誌「ぐろーばる・あい」６・７月号に 

ついて                           【掲出依頼】（地域振興課） 

 

 

 

※（３）・（４）・（12）は市連会からの議題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
≪６月定例スケジュール≫ 
 
・６月区連定例会の開催について          （地域振興課） 

◇日 時：令和４年６月 17日（金）13時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

 

・６月の配送便（白袋）について           （地域振興課） 

   ６月の配送便は６月 25日（土）までに送付予定 です。 



議  題 

 

１ 令和４年度日本赤十字会費について 

 
 
日本赤十字社神奈川区地区委員会においては、５月から７月までを会員増強運動期間

として、会費の募集を行っており、これまでは４月末からチラシ・ポスター等をお送り

し会費募集並びに納入についてのご協力を依頼しておりました。新型コロナウィルス感

染拡大の観点から今年度も 昨年度と同様に、発送時期を 1ヶ月遅らせ準備をすすめま

した。資材の発送は５月下旬頃を予定しております。地域の方々の健康・安全を第一と

し、引き続き赤十字会員増強運動についてご理解とご協力をいただきますようお願いい

たします。 

なお、同運動の実施期間は例年５月から７月までとしておりましたが、年間を通して

受付を行っておりますので地域の実情にあわせた柔軟なご対応をいただければと存じま

す。よろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会 担当：井野・後藤  電話：311-2014  FAX：313-2420 

 

 

 

２ 神奈川区災害ボランティアセンターについて 

 

神奈川区社会福祉協議会（以下「区社協」）は、大規模災害など有事の際、神奈川区（以

下「区」）と区社協との協定に基づいた神奈川区災害ボランティアセンター（以下「災害

VOC」）を区の要請により、設置いたします。 

  災害 VOCについては、以前より地域との連携を図りながら運営面や体制を整える方向

で話を進めてまいりました。 

今後より一層、自治会・町内会や地域防災拠点の皆さまとの連携を深め、有事に備え

て参りたいと考えております。その際はご協力お願いいたします。 

 

 

※連長までの情報提供です。 

 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会 担当：本橋  電話：311-2014  FAX：313-2420 

 

協力依頼 

 

情報提供 



 

３ 新型コロナワクチンの４回目接種について 

 

新型コロナワクチンの４回目接種を実施します。これに伴い、個別通知（接種券）の

発送、接種体制、予約方法及び予約代行などについて、情報提供いたします。 

つきましては、参考として５月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お

送り いたします。 

 

 

 

【問合せ先】 

◇ワクチン接種全般について 

横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター   電話：0120-045-070 

◇資料について 

健康福祉局 健康安全課 ワクチン接種調整等担当  電話：671-4841 

 

 

 

４ 地域防災活動支援に向けた研修等について 

 

地域防災活動支援に向けた研修等についてご案内します。 

つきましては、５月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送り いたし

ます。 

 

 【ご案内する研修等の項目】 

◇横浜市の防災対策や先進的な地域防災活動の事例を学ぶ「防災・減災推進研修 

＜基礎編＞」のご案内 

◇地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活動について、アドバイザーを

派遣して支援する「防災・減災推進研修＜支援編＞」のご案内 

◇一人ひとりの避難行動を平時から災害時まで一体的に支援する「横浜市避難ナビ」

のご案内 

◇「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」一部改正のご案内 

 
 
 
【問合せ先】 

総務局 地域防災課 担当：長谷川・橋本  電話：671-3456 FAX：641-1677 

 

 

情報提供 

事業説明 



 

５ 令和４年度家具転倒防止対策助成事業について 

   

地震時の家具の転倒から身を守るために居住者全員が下記要件①～⑥のいずれかであ 
る場合は、家具転倒防止器具の取付けを無償で代行します（取付員を派遣します。器

具代は申請者のご負担となります。）。 
 つきましては、５月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送り いたし

ます。 

 
【要件】 
① 65歳以上の方、② 身体障害者手帳の交付を受けている方、 

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている方、 

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、 

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている方 ⑥中学生以下の方 

【申込期限】 

令和４年７月 31日まで（市全体で先着 300件） 

 
 

【問合せ先】 

◇制度全般について 

ＮＰＯ法人横浜市まちづくりセンター   電話：262-0667 FAX：315-4099 

◇資料について 

 総務局 地域防災課 担当：水谷・小野   電話：671-3456 FAX：641-1677    

 

事業説明 



 

６ 「IFCAA 2022 YOKOHAMA～横浜国際消防・防災展～」に 

ついて                   

 

「IFCAA 2022 YOKOHAMA」は、アジア圏の消防長等が集まる国際会議のほか、「国際消

防・防災展」を含む大規模な国際イベントとなります。 

令和４年６月８日及び９日の二日間、パシフィコ横浜及び沢渡中央公園で行う防災展

は、最新の消防防災機器やシステム、防災用品などを来場された市民の方々へ広く紹介

するもので、地域防災拠点、各自治会に関連する防災用品をはじめ、日常生活における

災害への備えにつながる防災用品が展示されるものとなります。 

こちらの内容は広報よこはま横浜市版５月号に掲載されております。 

つきましては、参考として５月の配送便にて各自治会町内会長様あてに当イベントの

チラシを１部お送り いたします。 
 

※IFCAA：アジア消防長協会の略 

 

 

【開催日時・場所等】 
 ◇開催日時：令和４年６月８日（水）10:00～18:00、６月９日（木）10:00～17:00 

 ◇開催場所：パシフィコ横浜展示ホール A（メイン会場）、沢渡中央公園（サテライト

会場） 

※会場間の移動ついては、30 分間隔で無料シャトルバスを運行します。 

 ◇そ の 他：入場無料、抽選にて豪華賞品のプレゼントがあります。 

 

 

 

 

 【問合せ先】 
消防局 総務課 担当：佐藤  電話：334-6508 FAX：334-6517  

情報提供 



 

７ 令和４年度神奈川区家庭防災員研修受講者の推薦及び申込   

について                  

 

令和４年度の家庭防災員研修受講者の推薦及び申込をお願いいたします。 

つきましては、５月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関連書類をお送り いたしま 

す。 

 
 【概要】 

  ◇募集期間：令和４年 7月 19日（火）まで 

  ◇募集要件：満 15歳以上で区内在住、かつ自治会町内会長の推薦を受けていること 

        ※なお、過去の家庭防災員研修修了者も受講できます 

  ◇研修受講者の推薦者：自治会町内会長 

 
 
 

【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 担当：福島・青柳・吉原  電話：316-0119 FAX：316-0119 

 
 
 
８ 消防団員募集促進に関するちらしについて 

 

消防団は、火災出場等の災害出場のほか、風水害や大震災時の活動にも従事し、地域

防災の中核として位置づけられており、地域に密着し、住民の安心と安全を守るという

重要な役割を担っています。 

神奈川消防団員の定員数は 430人となっていますが、令和４年４月１日現在で８人不

足しています。 

つきましては、地域防災の要となる消防団への入団を促進するため、５月の配送便に

てちらしをお送りいたしますので、掲示板への掲出 をお願いします。 

 

【掲出期限】 

令和４年 12月 31 日（土）まで（※可能な期間で結構です） 

 

 

 

 
【問合せ先】 

 神奈川消防署 総務・予防課 担当：佐藤  電話：316-0119 FAX：316-0119 

 

推薦依頼 

掲出依頼 



 

９ 神奈川区内火災件数増加に伴う注意喚起のちらしについて  

 

 

令和４年に入り、神奈川区内の火災が 20件発生しており、前年比６件の増加となって

います。（４月 30日現在） 
最近、区内の住宅火災では甚大な被害が発生しており、更なる火災を予防する観点か

ら、主な出火原因や消防局ホームページ（住宅防火アドバイス）を広報するため、５月

の配送便にてちらしをお送りいたしますので、掲示板への掲出 をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 担当：福島・青柳・吉原  電話：316-0119 FAX：316-0119 

 

 

 

 

10 「令和４年度神奈川区運営方針」の策定について     

 
 

神奈川区の令和４年度の目標や組織運営の方向性等を明確化し、組織一丸となって目

標達成に向けて取り組むことを目的に「令和４年度神奈川区運営方針」を策定しました。 
各地区へは、各地区担当課長から定例会等の場で説明させていただきますので、御協

力よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

区政推進課 企画調整係 担当：井上・亀谷  電話：411-7027 FAX：314-8890 
 

 

 

 

掲出依頼 

情報提供

 



 
11 令和３年度第７期神奈川区地域づくり大学校の報告に 

ついて                   

 
地域づくり大学校は、区民がまちづくりや地域課題解決のスキルを学ぶことを目的と

した実践的な講座で、区連会と区と NPO法人との協働契約により実施しています。 

令和３年度の第７期地域づくり大学校については、コロナ禍で５回の講座のうち２回

はオンラインでの実施となりましたが、受講生 20名が全員卒業しました。 

各連合町内会を通じて受講生の募集及び最終講へのご出席等、連合会長の皆様には多

大なご協力をいただきました。改めて御礼を申し上げます。 

今年度も募集時期や大学校の概要が決まり次第、改めてご案内をさせていただきます。

地域の担い手づくりや活性化のためにも、引き続き地域づくり大学校へのご理解・ご支

援をどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

 
※連長までの報告です。 

 
 

 
 

【問合せ先】 

区政推進課 地域力推進担当：辻岡  電話：411-7026 FAX：314-8890 
 

事業報告 



 
12 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の 

推薦について                

 

  民生委員・児童委員及び主任児童委員（以下「民生委員」と記載）について、12月に

任期満了に伴う一斉改選を行います。 

  つきましては、下記のとおり各地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会を開催し、候

補者を御推薦いただきますよう、各自治会町内会長の御協力をお願いします。 
  なお、推薦事務を円滑に行えるように、手続きについての説明会を行います。 
  また、一斉改選のタイミングに合わせ、地区の委員数の増員・減員も行っています。 
 
【開催していただく推薦準備会について】 

 
  

◇開催時期 
令和４年６月～８月 

◇候補者の推薦については、下記日程までに推薦書類のご提出をお願いします。 
（１）第一次締め切り－７月 15日（金） 

（２）第二次締め切り－８月 19日（金） 

 

【一斉改選事務説明会について】 

◇開催日（両日とも同内容、１時間程度予定） 
６月 10日 （金）18時半～   区役所本館Ｂ１階機能訓練室 

６月 11日 （土）10時～    区役所本館Ｂ１階機能訓練室 

※６月 10日の説明会については、ZOOMでの配信も予定しています。 

※各推薦書類及び説明会のご案内は、５月末に福祉保健課から自治会町内会長様へ郵 
送します。 

 

【増員・減員について】 

◇民生委員の増員・減員をお考えの場合、地区民児協とご相談の上、６月 7日(火)ま

でに福祉保健課までご連絡ください。 

※民生委員は 200世帯から 440世帯で１人配置が基準です。 

 
【問合せ先】 

  福祉保健課 運営企画係 担当：山口・瀧澤・高橋  電話：411-7132 FAX：316-7877 

 

推薦依頼 

民生委員・児童委員 ･･･ 地区推薦準備会 
主任児童委員    ･･･ 連合地区推薦準備会 



 

13 「ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ」について 

 

 

  地域ケアプラザ等が集めた情報を「見える化」したデータベースシステムの「ヨコハ

マ地域活動・サービス検索ナビ」について、地域の方々が中心となって行うサロンや趣

味活動の場、日常生活のちょっとした困りごとをお手伝いする活動情報などを検索でき

るウェブサイトです。 

神奈川区の情報も５月２日から閲覧できます。ご活用ください。 

つきましては、参考までに５月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お 

送り いたします。 

 

  

 

 

【問合せ先】 

  高齢・障害支援課 担当：近藤・市川  電話：411-7110 FAX：324-3702 

 

 

 

14 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 
 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最新の消費者被害等の事例

等をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」６月号について、５月の配

送便にてお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出 をお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：本田・霜山  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

情報提供 

掲出依頼 



 

15 区民活動支援センター情報誌「ぐろーばる・あい」６・７ 

月号について                

 

 神奈川区区民活動支援センターでは、生涯学習・市民活動で活躍している人やこれか 
ら何かを始めようとする人を応援するための情報誌「ぐろーばる・あい」を隔月で発行 
しており、この度、６・７月号を発行します。 
つきましては、５月の配送便にて「ぐろーばる・あい」６・７月号をお送りいたしま 

すので、掲示板への掲出 をお願いいたします。 
なお、「ぐろーばる・あい」は全４ページの体裁ではありますが、掲出いただく際は１ 

ページ目（表紙）のみの掲出 で差し支えありません。 
 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：壽美・佐井  電話：411-7093 FAX：323-2502 

 

掲出依頼 



令和 4 年 5 月 18 日 
 自治会・町内会会長 各位 

日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部神奈川区地区委員会 

委員長  日比野 政芳 

 

令和４年度日本赤十字会費の募集について（お願い） 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
日頃より、赤十字事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、本委員会では、本年も 5 月から 7 月までを会員増強運動期間としまして 

 会費の募集をおこないます。 
つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが募集用のチラシ・ポスター等を   

５月下旬からお送りいたしますので、会費募集並びに納入についてご協力をお願い申

し上げます 
なお、会費募集並びに納入については年間を通じて受付を行っておりますので、  

地域の実情にあわせた柔軟なご対応をいただければと存じます。 
 

    １．会費募集の目的 

     「人道と博愛」の精神に基づく赤十字事業の推進に必要な資金を確保 
するため。 

 

   ２．送付内容（別紙配布資材一覧表 参照） 
 

※令和４年１月１７日より、ゆうちょ銀行の手数料が変更になりました。 
窓口で現金振り込みの場合は別途１１０円手数料がかかります。 
硬貨取扱い料金も変更となり５０枚以上お持ち込みの場合、枚数に応じた 
料金がかかりますのでご注意ください。 

 

※郵便振込にて１０万円以上ご納入いただく場合、ご本人の確認（身分証  

明書の提示等）が必要となりますのでご注意ください。なお、目安額が    
１０万円以上の自治会町内会様には払込取扱票を数枚同封していますので

１０万円以下に分割して納入いただいても結構です。 
 
※お振込みいただいた場合で、ゆうちょ銀行の払込受領書とは別に領収書が 

必要な場合は事務局で発行いたしますので下記までご連絡ください。 
 
 

◆ お届けした資材は、令和３年７月に実施しました配布希望数アンケートで

希望された数（ご回答がなかった場合は前年度と同数）を送付させていた

だきました。 
◆ 資材等の不足・追加、またご不明点等は下記事務局までご連絡ください。 

 
日赤神奈川区地区委員会（神奈川区社会福祉協議会内） 

事務担当：井野・後藤 
TEL ： ０４５－３１１－２０１４ 
FAX：０４５－３１３－２４２０ 



令和４年度 

日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部神奈川区地区委員会 
 

 

 

 

議  案  書  
 

 

 

 

 
 

日時：令和４年４月 書面による開催 

 

  
                                                              
 
    
 
 
                                                           
                                                         
   
 
 
 
 
 
  

                          
                                   

                                                  
       

 
 
 
 
 

①議案書 ④チラシ Ａ４版 

⑦ポスター Ａ４版 

  
 

日本赤十字社神奈川区地区委員会   令和 4 年度資材配布一覧表 

⑧払込取扱票(ゆうちょ銀行) ⑥募集用封筒 ⑤ パンフレット Ａ５版 

日赤の活動、会費の使途について、

詳しく記載されている冊子です。 

② 委嘱状 

募金活動を行う班長さん等に 

身分証明としてお渡しします。 

③ 受領証 

各戸の募金に対してお渡しします。

ただし、使用については任意です。   



新型コロナワクチン４回目接種について 

 

横浜市では、国の通知に基づき(令和４年４月 28 日付及び５月 10 日付厚生労働省事

務連絡)、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を実施します。 

 ※本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。 

 

＜４回目接種の概要＞ 

１ 接種対象者 

３回目接種後、５か月を経過した次の方 

（１）60歳以上の方 

（２）18歳以上59歳以下で 

基礎疾患(※)を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方 

※該当となる基礎疾患は、別添「令和４年５月11日記者発表資料」を参照 

なお、｢基礎疾患を有する方等(18～59歳)｣は予防接種法の努力義務の適用外です。 

 

２ 使用ワクチン 

武田/モデルナ社ワクチン 及び ファイザー社ワクチン 

 

３ 個別通知（４回目接種券）の発送 

（１）発送方法 

   ３回目を接種した18歳以上の方へ発送します。 

   ただし、「60歳以上の方」及び「基礎疾患を有する方等(18～59歳)」のみが接

種対象です。 

（２）発送時期 （詳細は別添「令和４年５月11日記者発表資料」参照） 

   令和４年５月20日(金)から 

   原則、接種可能日の約３週間前を目安に発送します。 

 

４ 接種体制（接種会場） 

 ３回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場及び大規模接種

会場を設置します。 

（１）個別接種（市内医療機関） 

    ファイザー社ワクチン使用     ：約 2,000か所（３回目接種時） 

    うち武田/モデルナ社ワクチン併用 ：約600か所（３回目接種時） 

（２）集団接種（武田/モデルナ社ワクチン使用） 

   ・集団接種会場  ９か所程度（原則、３回目接種と同一の方面別会場で実施で

きるよう調整中） 

   ・大規模接種会場 ２か所 

①横浜ハンマーヘッド１階CIQホール 

②横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター 

市連会５⽉定例会説明資料 
令 和 ４ 年 ５ ⽉ １ ２ ⽇ 
健 康 福 祉局 健 康 安全 課 



５ 予約方法  

 ３回目接種と同様に、事前予約制です。個別通知（接種券）が届いた方から、接種

の予約ができます。 

（１）市が予約を受け付ける接種場所  

５月26日（木）から予約を開始します。 

   ア 市の予約専用サイト（Ｗeb） 

      URL：https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama （24時間受付） 

イ 市 LINE公式アカウント 

  「横浜市LINE公式アカウント」を友だち登録 

ウ 予約センター（電話） 

0120-045-112 （９時～19時まで 土・日曜、祝・休日も実施） 

エ FAX予約（耳の不自由な方でインターネット予約ができない方専用） 

045-550-4226 （９時～19時まで 月～金曜（祝・休日を除く）） 

    オ 予約代行 （詳細は別添「令和４年５月11日記者発表資料」を参照） 

      ・市内郵便局 302か所（９時～17時まで 月～金曜（祝・休日を除く）） 

      ・区役所ワクチン相談員（９時～17時まで 月～金曜（祝・休日を除く）） 

（２）直接、予約を受け付ける医療機関 

    個別通知（接種券）に同封の医療機関一覧で予約方法をご確認ください。 

＜添付資料＞ 

令和４年５月11日記者発表資料 

「新型コロナワクチン４回目接種の実施等について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

【ワクチン接種全般について】 

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター  Tel : 0120-045-070 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当      Tel : 045-671-4841 

令和４年５月12日時点の情報をもとに作成しています。 
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新型コロナワクチン ４回目接種の実施等について 
 

 国の通知に基づき(令和４年４月 28 日付及び５月 10 日付厚生労働省事務連絡)、新型コロ

ナワクチンの４回目接種を実施します。  

※ 本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。 
※ 今後、国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直していきます。 

※ 関連する予算の成立を前提としています。 
 

１ ４回目接種対象等 

（１）４回目接種対象者 

３回目接種後５か月を経過した、次のアまたはイに該当する方 

ア 60 歳以上の方  

イ 18 歳以上 59 歳以下で 

① 基礎疾患を有する方 

② その他重症化リスクが高いと医師が認める方 

(以下、「基礎疾患を有する方等(18～59 歳)」という) 

※「基礎疾患を有する方等（18～59 歳）」は予防接種法の努力義務の適用外です。 

※ 該当する基礎疾患は、別紙「１.基礎疾患の対象」を参照ください。 

（２）使用ワクチン 

   ①武田/モデルナ社ワクチン および ②ファイザー社ワクチン 
     ※１、２回目、または３回目にファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン、アストラゼネ

カ社ワクチン、武田社（ノババックス）ワクチンを接種された方は、４回目接種において 上記

①または②のどちらも接種可能です。 

 

２ 個別通知(４回目の接種券)の発送・時期(目安) 

（１）発送方法 

  ア 60 歳以上の方 

３回目を接種した方へ個別通知を発送します。 

  イ 基礎疾患を有する方等(18 歳～59 歳) 

    基礎疾患の有無に関わらず、３回目を接種した 18～59 歳の方へ個別通知を発送し

ます。  

ただし、基礎疾患を有する方等のみが接種対象です。基礎疾患等の無い方は接種で

きません。基礎疾患を有する方等は、接種についてかかりつけ医にご相談ください。 

   ※間違い防止のため、個別通知の同封物等で対象者についてご案内します。 

４回目接種対象者数(目安) 

約 125 万人 

ア 60 歳以上の方：約 108 万人(60 歳以上の２回目接種者数(令和４年４月 19 日時点)) 

イ 基礎疾患を有する方等(18～59 歳)：約 17 万人※ 

 ※ 基礎疾患を有する方の考え方：18～59 歳人口 約 201 万人×8.2% =17 万(16.4 万)人 

   (8.2%は厚生労働省の手引きより(20～64 歳の基礎疾患を有する方の比率)) 

 
令 和 ４ 年 ５ 月 1 1 日 
健康福祉局健康安全課 
 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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（２）発送スケジュール目安 

令和４年５月 20 日(金)から個別通知の発送を開始します。 

個別通知は接種可能日の約３週間前を目安に発送します。 

  ※詳細な発送スケジュールは、別紙「２.個別通知(４回目)発送スケジュール目安」を参照ください。 

 

３ 接種体制(接種会場) 

３回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場及び大規模接種会場

を設置し、円滑な接種体制を整備します。 

 

（１）個別接種（市内医療機関）※以下の医療機関数は３回目接種時(変更可能性あり) 

接種実施医療機関数 約 2,000 か所（ファイザー社ワクチン） 

このうち、武田/モデルナ社ワクチンを併用して接種する医療機関 約 600 か所 

 

《予約体制(上記約 2,000 か所の内数)》 

① かかりつけ患者以外にも広く接種を行う医療機関数 約 1,200 か所 

※約 1,200 の医療機関は市のウェブサイトで予約の空き状況を確認できます。 

② ①の約 1,200 か所のうち、市予約システムで予約可能な医療機関数 約 880 か所 

※区ごとの接種実施医療機関一覧を個別通知に同封しています。 

  それぞれの医療機関の予約方法は、医療機関一覧をご確認ください。 

 

（２）集団接種 

  ・集団接種会場 ９か所程度（原則として、３回目接種と同一の方面別会場で４回目接種を  

実施できるよう調整中） 

・大規模接種会場 ２か所 

（横浜ハンマーヘッド１階 CIQ ホール、横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター） 

※全ての会場で武田/モデルナ社ワクチンを使用します。 

※詳細は後日発表予定です。 

 

４ 予約方法等 

 ・接種は事前予約制です。対象の方は、接種券が届いた方からご予約下さい。 

・直接、予約を受け付ける医療機関については個別通知に同封の医療機関一覧(区ごと)を   

  参照ください。 

※横浜市での予約受付(以下(１)(２))については、５月 26 日(木)から受付を開始します。 

 

（１）予約専用サイト・LINE など 

  ア 予約専用サイト(Web)からの予約【推奨】  

    URL: https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama (24 時間受付可) 

  イ LINE：市公式 LINE 「横浜市 LINE 公式アカウント」を友だち登録 

  ※LINE から予約アカウント情報の登録をすると、予約専用サイト(Web)での予約はできなく  

なります。 

ウ FAX(耳の不自由な方でインターネットでの予約ができない方専用) 

  FAX 番号：045-550-4226 （受付時間：平日午前９時～午後７時） 

https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama
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（２）予約代行(郵便局・区役所ワクチン相談員)・コールセンター(予約センター)  

パソコンやスマートフォン等をお持ちでないなど、インターネット（Web）での予約が

困難な方を対象に、市内郵便局（一部を除く）や、区役所ワクチン相談員による予約代

行※、コールセンターでの電話予約を実施します。予約の際は、個別通知をご用意くださ

い。 

※予約代行は、市が予約を受け付ける医療機関と集団接種会場のみの対応となります。 

※詳細は、別紙「３.予約代行・電話予約」を参照ください。 

 

５ 接種間隔の変更に伴う３回目接種の前倒し 

  現在実施中の３回目接種についても、２回目接種からの接種間隔が６か月から５か月へ

と変更されます(ファイザー社ワクチンおよび武田/モデルナ社ワクチンに限る)。 

既に３回目接種券をお持ちの方もあわせて、国の政省令改正の施行日以降は、５か月経

過日からの接種が可能となります。 

これに伴い、３回目接種の個別通知(接種券)発送の前倒しを行います。 

 

  ※別紙「４.個別通知(３回目)発送スケジュール(変更後)目安」を参照ください。 

 

 

 

 

 
お問合せ先 

１ ４回目接種対象等 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4841 

２ 個別通知(４回目の接種券)の発送・時期(目安) 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鈴木 真実 Tel 045-671-4841 

３ 接種体制(接種会場) 

（１）個別接種(市内医療機関) 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 曽我 直樹 Tel 045-671-4841 

（２）集団接種 

   集団接種会場： 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 中村 昭夫 Tel 045-671-4841 

大規模接種会場： 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 三室 直樹 Tel 045-671-4841 

４ 予約方法等 

（１）予約専用サイト・LINE など 

   健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 奥津 直臣 Tel 045-671-4841 

（２）予約代行(郵便局・区役所ワクチン相談員)・コールセンター(予約センター) 

   健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 丸山 真隆 Tel 045-671-4841 

５ 接種間隔の変更に伴う３回目接種の前倒し 

   健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鈴木 真実 Tel 045-671-4841 
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１ 基礎疾患の対象                            別紙 
※厚生労働省手引き(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（第 7.1 版）)より 

１ 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方 

1. 慢性の呼吸器の病気 

2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

3. 慢性の腎臓病 

4. 慢性の肝臓病（肝硬変等） 

5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 

6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） 

8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

11.染色体異常 

12.重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 

13.睡眠時無呼吸症候群 

14.重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を 

所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する 

場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合） 

 

２． 基準（BMI 30 以上）を満たす肥満の方 

＊BMI30 の目安：身長 170cm で体重約 87kg、身長 160cm で体重約 77kg。 

 

 

２ 個別通知(４回目)発送スケジュール目安 

 

発送時期(目安)  対象 ３回目の接種日（令和４年） 

５/20（金） 60 歳以上の方 ～  １/16 

５/30（月） 

60 歳以上の方 １/17  ～  １/23 

18 歳以上 

59 歳以下の方 
        ～  １/23 

６/６（月） 

３回目を接種した

18 歳以上の方 

１/24  ～  １/30 

６/13（月） １/31  ～  ２/７ 

６/20（月） ２/８   ～  ２/14 

６/27（月） ２/15  ～  ２/21 

７/４（月） ２/22  ～  ２/28 

７/11（月） ３/１   ～  ３/５ 

７/19（火） ３/６   ～  ３/12 

７/25（月） ３/13  ～  ３/18 

以降順次 ３/19  ～   

 
※変更の可能性があります。 

※国の政省令が改正後（５月下旬予定）に、４回目の接種が可能となります。 
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３ 予約代行・電話予約 
 

①郵便局(予約代行) 
受 付 日 令和４年５月 26 日（木）～８月 31 日（水）（土日祝日休み） 

受付時間 午前９時から午後５時まで（※1） 

受付場所 市内郵便局（一部を除く）302 か所（※2） 

備考 予約代行のみを行い、相談等はお受けできませんのでご注意ください。 

※１ 商業施設内の郵便局等、一部郵便局では受付日・受付時間が異なる場合があります。 

※２ 次の４か所では予約の代行は行いません。 

・神奈川郵便局（神奈川区）・椿ケ丘簡易郵便局（金沢区） 

・横浜市大附属病院内簡易郵便局（金沢区）・横浜卸本町簡易郵便局（瀬谷区） 

 

②区役所ワクチン相談員(予約代行) 
受 付  
開始日 

令和４年５月 26 日（木） 

（土日祝日休み、１・２回目、３回目接種の予約代行等は現在も対応しています） 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

受付場所 18 区全ての区役所 

備考 予約代行のほか、１・２回目、３回目の接種のご相談や直接予約を受け付ける医

療機関への予約サポート、接種証明など、ワクチン接種に関する幅広いご相談に

対応します。 
窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

 

③コールセンター(予約センター)での電話予約  

電話番号：0120－045－112 (午前９時から午後７時まで土・日・祝祭日も受付)   

 

 

４ 個別通知(３回目)発送スケジュール(変更後)目安  ※過去発送分省略 

 

発送時期(目安)  ２回目の接種日 

5/16(月) 
令和３年 

12/1６  
～ 

令和４年 

1/5 

5/２３（月） 1/６ ～ 1/16 

５/30（月） １/１７ ～ 1/23 

6/6（月） 1/24 ～ 1/30 

6/13（月） 1/31  ～ 2/7 

6/20(月) 2/8 ～ 2/14 

以降（順次） 2/15 以降   

 



























横浜市総務局危機管理室

横浜市災害時における自助及び共助の推進
に関する条例が一部改正されました。
　市民・事業者の自発的な防災活動の促進を図り、減災社会の実現に寄与することを目的に、
平成25年に「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」が制定されました。
　近年、気候変動の影響から自然災害が激甚化し、各地で被害が多発しています。東日本大震災
の教訓を風化させることなく、また時代の変化に即した条例とし、自助・共助の取組をより一層
推進するため、このたび条例が改正されました。

マンションによる防災活動が進んでいるため、マンション管理組合を明記。
「町の防災組織」の定義

「地震への備え」だけでなく、「風水害への備え」として、「マイ・タイムライン」の作成
など、安全を確保するために必要な事項を行うことを明記。

「風水害」も想定した対策の充実

避難指示等が出される前であっても、自身で避難すべきと判断したときは、
速やかに、自主的に避難することを明確化。

自主避難の強化

避難者の人権の尊重及び感染症等の対策を行うことを明記。
地域防災拠点における配慮事項等

事業者による対策の充実
事業活動を継続するための計画を作成することを例示等。

条例の主な改正点

条例の全文や自助・共助に
役立つコンテンツがまとまっています。
ぜひ参考としてください。

横浜市　防災トピックス

で検索

詳しくはこちら



災害対策度チェック わが家は対策できている?

地 □ 風 □  災害時の情報のとり方を確認した
地 □  帰宅困難時の対応を確認した
地 □  津波からの避難のポイントを

確認した
 

地 □ 風 □  自分が避難する避難所や
避難場所を確認した

 

地 □ 風 □  応急手当を確認した
　 　 風 □  ハザードマップ等で自宅周辺や

避難経路の危険性を確認した
 

　 　 風 □  マイ・タイムラインを作成した

  ❺ いざというときに備えた様々な取組

チェックできた数

■ コ地

■ コ風

地 □ 消火器を備え、訓練で消火器を
使用したことがある

 

地 □ 暖房器具は倒れると自動的に
消えるものを使っている

 

地 □ カーテンなどは、防炎処理した
ものを使っている

地 □ 自宅に火災警報器を設置している
地 □ 感震ブレーカーを設置している

 風 □  風水害時の避難の考え方を確認した 
 風 □  気象情報と避難情報を確認した
 風 □  風水害時の避難行動を確認した
 風 □  崖崩れの前兆現象を確認した
 風 □  浸水時の地下施設等の

危険性を理解した 

  ❹ 火災・風水害の対策

チェックできた数

■ コ地

■ コ風

● 印のつけ方
　対策ができている項目のチェックボックスに、印をつけましょう。
　チェックボックスの左の地は地震対策、風は風水害等対策、地  □  風  □は地震と風水害等の共通事項となります。
見出しごとに印をつけた数をかぞえて、分野別にどのくらい対策ができているか確認してみましょう。目指せ全項目チェック！ 対策済み未対策

記入例

地  □ 風  □    備蓄について、家族で 
話し合いをしている

地  □ 風  □  3日分以上の水や食料を 
備蓄している

地  □ 風  □  トイレパックを備蓄している
地  □ 風  □  非常持出品を用意している
地  □ 風  □  備蓄してある場所を 

家族みんなが知っている

  ❷ 備蓄
チェックできた数

■ コ地

■ コ風

地  □ 風  □  隣近所とコミュニケーションを 
とっている

地  □ 風  □  自治会・町内会の活動に 
参加している

地  □ 風  □  自治会・町内会のリーダーを 
知っている

地  □ 風  □  防災訓練に参加している
地  □ 風  □  まち歩きを行った

  ❸ 地域の取組
チェックできた数

■ コ地

■ コ風

地  □ 風  □  防災について家族で 
話し合いをしている

地  □ 風  □  家族の中で災害時の連絡方法を 
イメージし、決めている

地  □　　　自宅の耐震性には問題ない

地  □　　　家具の転倒防止対策をしている
地  □ 風  □  ガラスの飛散防止対策をしている
　 　 風  □  側溝や雨水ますは掃除している
　 　 風  □  飛ばされそうな物の 

固定や撤去をした

  ❶ 家の安全性

チェックできた数

■ コ地

■ コ風

災害に備えて、次の項目をひとつずつ点検してみましょう。
近所で情報交換をしながら、定期的にチェックするようにしましょう。



家具転倒防止器具の

取付けを代行します！

～横浜市家具転倒防止対策助成事業（令和４年度）～

横浜市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため

転倒防止器具の取付けを無料代行します。
（器具代は申請者のご負担となります。）

電話 045-262-0667 FAX 045-315-4099

NPO法人横浜市まちづくりセンター　●受付時間：平日10時～16時

相談窓口 （横浜市が下記の事業者に運営を委託しています）

横浜市からのお知らせ

申込
期間 令和４年５月１日～７月31日（第１次）

同居者全員が、下記の①～⑥のいずれかであること

① 65歳以上

② 身体障害者手帳の交付を受けている

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を

受けている

⑥ 中学生以下

●事前調査及び取り付け作業はNPO法人横浜市まち

づくりセンターが実施します。

●取付員は作業に必要な器材を持参するため、車で訪

問します。

●調査・作業時は、申請者の立会いをお願いします。

●初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認する

ため、生年月日が分かる書類・障害者手帳・介護保険証

等をご用意ください。（写しの提出は不要です）

●取付代行できる家具は２つまでとします。

●器具はご自身で用意していただく他、NPO法人横

浜市まちづくりセンターから購入もできます。

※ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り付

けできないことがありますので、事前に確認の上、

ご用意ください。

●過去にこの事業を利用して取り付けされた方は、再

度お申し込みできません。

対象

注意事項等

先着
300件！

※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については

②～⑤に該当しない限り、制度対象となりません。
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横浜市総務局危機管理室地域防災課　●電話：671-3456　●Fax：641-1677（R4年4月発行）

NPO法人横浜市まちづくりセンター TEL：045-262-0667 へお電話ください。

申請書を送付します。内容を記入の上、ご返送ください。 

●受付時間 ： 平日10時〜16時

▽ 決めた家具に転倒防止器具を取り付けします。

▽ 器具購入を依頼された場合は、器具代金をお支払ください。

取付けまでの流れ ※お申込みから取付までお時間がかかる場合があります。

申込方法

本紙付属の申請書を記入し、郵送で申し

込みます。

※記入漏れがないか必ず確認してください。

※記入を終えたら、チラシから切り取り申請書

裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。

最後にセロテープでしっかり止めて、

郵便ポストへ投函してください。

横浜市ホームページを検索、または下記

のQRコードから申込フォームにアクセス

し、必要事項を入力します。

●電子申請QRコード

電子申請郵送

申請書が追加で必要な場合

検索横浜市　家具転倒防止対策

申込

利用可否

決定

訪問日の

日程調整

調査訪問

取付訪問

① 本紙付属の申請書を郵送、 または ② 電子申請にてお申込みください。

▽ 申込内容をもとに、横浜市が利用可否を決定します。

▽ 利用決定後、「利用決定通知書」を郵送でお届けします。

▽ 対象世帯でない場合は「利用却下通知書」が届きます。

▽ 「利用決定通知書」が届いた後、NPO法人横浜市まちづくりセンターの

担当取付員から調査訪問日の日程調整のお電話をいたします。

▽ 訪問した担当取付員が対象世帯であることを確認します。

▽ 家屋状態を確認し、ご相談の上、取付家具と転倒防止器具を決めます。

▽ 器具購入のご相談も承ります。
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